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平成２２年９月亀山市議会定例会に提出する

議案概要説明書

１ 予算関係（３件）

（１）平成２２年度亀山市一般会計補正予算（第２号）に

ついて

（２）平成２２年度亀山市老人保健事業特別会計補正予算

（第１号）について

（３）平成２２年度亀山市農業集落排水事業特別会計補正

予算（第１号）について

以上、補正予算の概要は別紙資料のとおりです。

２ 決算関係（１０件）

（１）平成２１年度亀山市一般会計歳入歳出決算の認定に

ついて

（２）平成２１年度亀山市国民健康保険事業特別会計歳入

歳出決算の認定について

（３）平成２１年度亀山市老人保健事業特別会計歳入歳出
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決算の認定について

（４）平成２１年度亀山市後期高齢者医療事業特別会計歳

入歳出決算の認定について

（５）平成２１年度亀山市農業集落排水事業特別会計歳入

歳出決算の認定について

（６）平成２１年度亀山市公共下水道事業特別会計歳入歳

出決算の認定について

以上、各会計の決算について地方自治法第２３３条第３

項の規定により議会の認定を求めるものです。

（７）平成２１年度亀山市水道事業会計決算の認定につい

て

（８）平成２１年度亀山市工業用水道事業会計決算の認定

について

（９）平成２１年度亀山市病院事業会計決算の認定につい

て

（１０）平成２１年度亀山市国民宿舎事業会計決算の認定

について

以上、各会計の決算について地方公営企業法第３０条第
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４項の規定により議会の認定を求めるものです。

３ その他（３件）

（１）市道路線の認定について

栄町及び和田町地内における三重県からの移管に伴う

市道栄町和田線の新規路線認定について、道路法第８条第

２項の規定により議会の議決を求めるものです。

なお、当該道路の位置図は、別紙のとおりです。

（２）市道路線の認定について

井田川町地内における三重県からの移管に伴う市道井

田川駅前線の新規路線認定について、道路法第８条第２項

の規定により議会の議決を求めるものです。

なお、当該道路の位置図は、別紙のとおりです。

（３）工事請負契約の変更について

亀山市立亀山中学校校舎改築工事に係る建築工事につ

いて、平成２２年８月１８日付けで契約の変更について仮

契約いたしましたので、地方自治法第９６条第１項第５号

及び亀山市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又
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は処分に関する条例第２条の規定に基づき議会の議決を

求めるものです。

契約の方法  総合評価指名競争入札

契約の金額  ６２４，７５０，０００円

契約の相手方 亀山市東御幸町２３１番地

       堀田建設株式会社

代表取締役 堀田誠

   変更の内容  契約の金額の変更

変更後 ６４６，２９４，９５０円

４ 報告関係（１２件）

（１）決算に関する附属書類の提出について

決算の認定に関連して、次の関係書類を提出するもので

す。

ア 主要施策の成果報告書

イ 歳入歳出決算事項別明細書

ウ 実質収支に関する調書

エ 財産に関する調書
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オ 基金運用状況調書及び審査意見書

（２）健全化判断比率の報告について

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１

項の規定により、健全化判断比率として実質赤字比率、連

結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率を報告

するものです。

（３）亀山市水道事業会計資金不足比率の報告について

（４）亀山市工業用水道事業会計資金不足比率の報告につ

いて

（５）亀山市病院事業会計資金不足比率の報告について

（６）亀山市国民宿舎事業会計資金不足比率の報告につい

て

（７）亀山市農業集落排水事業特別会計資金不足比率の報

告について

（８）亀山市公共下水道事業特別会計資金不足比率の報告

について

以上、各会計の資金不足比率について地方公共団体の財

政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により報
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告するものです。

（９）専決処分の報告について

市内川崎町地内において発生した庁用車両による物損

事故に伴う損害賠償の額を定めることについて、８月１７

日に地方自治法第１８０条第１項の規定により専決処分

したので、同条第２項の規定により報告するものです。

（１０）専決処分の報告について

市営羽若住宅に係る建物明渡し請求及び滞納家賃請求

の訴えの提起について、８月１８日に地方自治法第１８０

条第１項の規定により専決処分したので、同条第２項の規

定により報告するものです。

（１１）専決処分の報告について

市営羽若住宅に係る建物明渡し請求及び滞納家賃請求

の訴えの提起について、８月１８日に地方自治法第１８０

条第１項の規定により専決処分したので、同条第２項の規

定により報告するものです。

（１２）寄附受納について

文化振興のため、現金の寄附の申し出があり、これを受
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納したので報告するものです。

現 金

１２０万円

寄附者

亀山市亀田町３７９番地５２ 神戸 明雄 様



　◆歳入歳出予算 （単位：千円）

　◆主な補正内容

○一般会計（第２号）

　〔歳　入〕 （千円）

国庫支出金 美しい森林づくり基盤整備交付金 △９７７

社会資本整備総合交付金 １，９００

県支出金 人権教育調査研究事業委託金 ２，０８７

介護基盤緊急整備事業費補助金 ２，６３７

救急勤務医支援事業補助金 １，１２０

放課後児童健全育成事業費補助金 １，７９５

延長保育促進事業費補助金 ６，７３２

森林環境創造事業費補助金 ３，６３７

緊急雇用創出基金事業市町等補助金 １，９８５

寄附金 文化振興費寄附金 １，２００

繰入金 老人保健事業特別会計繰入金 １，２９１

諸収入 高速自動車道救急業務交付金 ３，４５８

繰越金 前年度繰越金 ２８，６５３

　〔歳　出〕 （千円）

緊急雇用創出事業（３事業） １，９８５

人権教育調査研究事業（４事業） １，５２０

総務費 ケーブルテレビ活用促進事業 ６，０００

川崎地区コミュニティセンター充実事業 ５，０００

市税過年度還付金 １７，０００

民生費 介護基盤緊急整備事業 ２，６３７

学童保育所運営経費 ５，００８

障がい児支援事業 １１，６５１

農林水産業費 森林環境創造事業 ４，３１０

（千円）

○老人保健事業特別会計（第１号）

前年度決算に伴う精算 １，３１２

○農業集落排水事業特別会計（第１号）

昼生地区整備事業 △１７５，１７６

老 人 保 健 事 業
特 別 会 計

（第１号） 6,200 1,312 7,512

農 業 集 落 排 水 事 業
特 別 会 計

（第１号） 708,600 △ 175,176 533,424

平成２２年９月亀山市議会定例会議会運営委員会資料

会 計 補 正 前 補 正 額 補 正 後

一 般 会 計 （第２号） 20,918,303 55,882 20,974,185



市道認定全体位置図 ０２３１ 市道井田川駅前線 （県道長明寺井田川停車場線）

延長・・・２４８．５ｍ 幅員・・・４．６０～８．４０ｍ

起点：亀山市井田川町字梅田１０２番１地先

終点：亀山市井田川町字樋掛田３７４番３地先

０２３０ 市道栄町和田線 （県道亀山鈴鹿線）

延長・・・１０９４．９ｍ 幅員・・・５．１０～１６．６０ｍ

起点：亀山市栄町字萩野１４８８番３１４地先

終点：亀山市和田町字和田之原１５９７番１地先
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